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添付法令資料 3： 

 

乗客及び物品を輸送する活動を含まないインドネシア領海における 

その他の活動のための外国船舶利用承認の付与に係る手続及び要件に 

2021年 1月 29日付インドネシア共和国運輸大臣規則 No.PM2（目次） 

同年 2月 1日施行 

 

 

第 1章  総則（第 1条ないし第 3条） 

第 2章  PPKA（外国船舶利用承認）の要件及び手続（第 4条ないし第 10条） 

第 3章  インドネシア船籍の船舶の調達（第 11条ないし第 13条） 

第 4章  外国船舶利用活動報告（第 14条） 

第 5章  PPKAの監督及び評価（第 15条ないし第 17条） 

第 6章  行政処分の賦課手続（第 18条） 

第 7章  経過規定（第 19条ないし第 22条） 

第 8章  終則（第 23条及び第 24条） 

 


